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小平市地域包括支援センター
多摩済生ケアセンター 喜平橋出張所
所在地：上水南町２－２３－２０
電話：０４２（３５９）２８３１
受付時間：月～金　９：００～１７：００（祝日を除く）

小平市の圏域と地域包括支援センター

小平市地域包括支援センター
小川ホーム 学園西町出張所
所在地：学園西町３－９－３
電話：０４２（３４７）６６００
受付時間：月～金　９：００～１７：００（祝日を除く）

小平市地域包括支援センター
小平健成苑 花小金井出張所
所在地：花小金井５－３７－４
電話：０４２（４６８）５１４３
受付時間：月～金 ８：４５～１６：４５（祝日を除く）

小平市地域包括支援センター
小平健成苑

所在地：鈴木町２－２３０－３
（特別養護老人ホーム小平健成苑内）

電話：０４２（４５１）８８１３
受付時間：
　月～土　８：３０～１７：００（ただし、

土は各種申請受付、緊急
時の相談）留守の際は
０４２（４５１）２９００へ

　日・祝　緊急時の電話による相談のみ

　　 東　圏　域　　
花小金井１～６丁目、天神町１・２

丁目、鈴木町１・２丁目、花小金井

南町１～３丁目、回田町、御幸町

　  　 中央東圏域　  　
美園町１～３丁目、大沼町１・２丁目、

仲町、学園東町１～３丁目、学園東町、

喜平町１～３丁目、上水南町１～４丁目

小平市地域包括支援センター
小川ホーム

所在地：小川西町２－３５－２
　　　（特別養護老人ホーム小川ホーム内）
電話：０４２（３４７）６０３３
受付時間：
　月～土　８：３０～１７：３０（ただし、

土は各種申請受付、緊急時
の相談）

　日・祝　緊急時の電話による相談のみ

　　 中央西圏域　 　
小川西町１～５丁目、小川東町１～５丁目、 

小川東町、小川町２丁目、津田町２・３丁目、

学園西町１～３丁目、上水本町２～６丁目

小平市地域包括支援センター
けやきの郷

所在地：小川町１－４８５
（介護老人保健施設けやきの郷内）

電話：０４２（３４９）２３２１
受付時間：
　月～金　８：４５～１７：１５
　　　土　９：００～１７：００（ただし、各

種申請受付、緊急時の相談）
　日・祝　緊急時の電話による相談のみ

　 　西　圏　域 　　
栄町１～３丁目、中島町、小川町１

丁目、たかの台、津田町１丁目、上

水新町１～３丁目、上水本町１丁目

　介護が必要と感じたら、介護福祉課（健康福祉事務センター１階）

またはお近くの地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。

　第３期事業計画（平成１８年度

～平成２０年度）では、市内を４

つの日常生活圏域（西圏域、中

央西圏域、中央東圏域、東圏域）

に分け、圏域ごとの中核拠点と

して、地域包括支援センターと

その出張所を設置しました。第

４期事業計画（平成２１年度～平

成２３年度）も引き続き同じ圏域

となります。

　介護保険料は、３年ごとに見直される介護保険事業計

画に基づき、介護サービスにかかる費用などから基準額

を算出し、皆さんの所得段階に応じて設定されます。

　市は、第３期事業計画（平成１８年度～平成２０年度）で

は保険料所得段階を７段階に設定していましたが、第４

期事業計画（平成２１年度～平成２３年度）では、負担能力

に応じた、よりきめ細やかな対応を図るため、９段階（特

例第４段階を含めると実質１０段階）に見直しました。

基準月額を３，７００円から３，６００円へ

健康福祉部　介護福祉課

緯042（346）9823、捌042（346）9498

糸kaigo-fks@city.kodaira.lg.jp

小平市地域包括支援センター
多摩済生ケアセンター

所在地：美園町３－１２－１
　　　　（多摩済生ケアセンター内）
電話：０４２（３４９）２１２３
受付時間：
　月～土　８：３０～１７：３０（ただし、

土は各種申請受付、緊急
時の相談。窓口受付のみ）

　日・祝　緊急時の電話による相談のみ

小平市地域包括支援センター
けやきの郷 たかの台出張所
所在地：津田町１－３－８
電話：０４２（３１６）３３６７
受付時間：月～金　９：００～１７：００（祝日を除く）

保険料（年額）計算方法対　　　　象　　　　者所得段階

１９，４００円基準額×０．４５
●生活保護受給者　●中国残留邦人等の支援給付受給者
●老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民税非課税

第１段階

１９，４００円基準額×０．４５
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額　（※）＋前
年の公的年金などの収入金額が８０万円以下の金額

第２段階

３０，２００円基準額×０．７０本人および世帯全員が市民税非課税で、第２段階以外第３段階

３８，８００円基準額×０．９０
本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計
所得金額＋前年の公的年金などの収入金額が８０万円以下の金額

特例第４段階

４３，２００円
本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、特例第４段
階以外

第４段階

４７，５００円基準額×１．１０本人が市民税課税で前年の合計所得金額が１２５万円未満第５段階

５４，０００円基準額×１．２５本人が市民税課税で前年の合計所得金額が１２５万円以上２００万円未満第６段階

５９，１００円基準額×１．３７本人が市民税課税で前年の合計所得金額が２００万円以上４００万円未満第７段階

６４，８００円基準額×１．５０本人が市民税課税で前年の合計所得金額が４００万円以上７００万円未満第８段階

７５，６００円基準額×１．７５本人が市民税課税で前年の合計所得金額が７００万円以上第９段階

※合計所得金額とは　収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した金額のことで、扶養控除や医療

費控除などの所得控除をする前の金額です。
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　策定にあたり、有識者、関係機関の代表者、公募市民委員の合計１５人から

なる小平市介護保険運営協議会を開催し、計画に係る検討を行いました。

　また、市民の意見を直接お聴きするために

「計画（素案）・市民懇談会」を５回開催し、

参加された皆さんから多くのご意見をいただき

ました。そのほか書面、ファクシミリ、電子メ

ールなどでもご意見をいただき、これらをあわ

せて計画を策定していきました。

　介護給付費準備基金の取り崩しと緊急特別対策として国から

交付された介護従事者処遇改善臨時特例交付金を引き下げの原

資として使っています。

小平市高齢者保健福祉計画・

小平市介護保険事業計画（第４期）

　　　（平成２１年３月策定）

計画期間：平成２１年４月〜平成２４年３月

基本理念：住み慣れた小平で、いきいきと笑顔

で暮らせる地域社会を目指して

あんしん地域保健福祉の実現（地域保健福祉計画の中の「高齢者分野」の計画とし

て策定）

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第２期）　 　（平成１５年３月策定）

　高齢者の尊厳を守り、自立した生活の実現を目指して

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第１期）　 　（平成１２年３月策定）

①社会活動・生きがい活動の推進　②要支援・要介護高齢者等へのサービス提供の

充実　③地域包括支援センターを中心とした地域ケア体制の推進　④健康づくりを

重視した支援施策の充実　⑤地域福祉活動の推進

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第３期）　 　（平成１８年３月策定）

　計画書は、市政資料コーナー（市役所１階）、東部・西

部出張所で閲覧できます。また、小平市ホームページで

もご覧になれます。なお、市政資料コーナー、東部・西

部出張所では、販売もしています（１部４００円）。
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市民意見の募集

平成２０年１１月７日～２０日

市民懇談会の開催

（５回）

※基準月額…基準額（４３，２００円）を月額にしたもの

基準額


